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研究要旨 

目的：本研究の目的は、経済的要因による栄養課題の解決に向けた食環境整備に寄与すること

である。具体的には、（１）生活状況を踏まえた栄養・食生活の実態分析をする、（２）国内

外の効果的な取組事例を収集する、（３）これらの結果をふまえ、栄養課題の解決に向けた食

環境整備の取組を進めるため、自治体、市民社会、食品関連事業者・メディア等の事業者がそ

れぞれ利用可能な支援ガイド等を作成する。令和６年度は、項目１（目的（1）に対応）、項

目３（目的（3）に対応）、項目４（情報の蓄積・見える化・分析する手法の検討）を実施し

た。 

結果：  

項目１：自治体が保有する生活保護制度利用者のデータ分析から、生活保護利用以前から不健

康な生活習慣が形成されている実態が示唆された（西岡）。2019年「家庭の生活実態及び生活

意識に関する調査」と「社会保障生計調査」を連結したデータベースを用い、食費の食品群別

支出と関連する要因を分析し、調理家電製品の有無と食品の購入には関連が見られるものがあ

った（堀川）。 

項目３：主に自治体の管理栄養士等が関係者と協働して、経済的要因による栄養課題の解決に

向けた食環境整備を行うための支援ガイド・ツールを作成した。 

項目４：自治体の福祉部門、保健部門、教育部門等が保有するデータを提示、それらを連結し

て分析する方法と実際の事例を示した（村山、西岡）。 

結論：令和5年度の実態把握と事例収集、令和6年度の実態把握を踏まえ、社会経済的要因によ

る食環境整備のための支援ガイド、ツールを作成し、Webサイトへの掲載を行った。自治体が

保有する生活困窮者の健康・食生活に関するデータを用いた分析手法と事例を提示した。 

 
 
 
 
 
 
 

A．研究目的 
健康日本 21（第二次）と健康日本 21（第

三次）において、健康寿命の延伸と健康格差

の縮小が基本的な方向の一つとして掲げら

れている。本研究の目的は、経済的要因によ

る栄養課題の解決に向けた食環境整備に寄

与することである。具体的には、（１）生活
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状況を踏まえた栄養・食生活の実態分析を

する、（２）国内外の効果的な取組事例を収

集する。（３）これらの結果をふまえ、栄養

課題の解決に向けた食環境整備の取組を進

めるため、自治体、市民社会、食品関連事業

者・メディア等の事業者がそれぞれ利用可

能な支援ガイド等を作成する。 
令和６年度は、項目１（目的（1）に対応）、

項目３（目的（3）に対応）、項目４（情報の

蓄積・見える化・分析する手法の検討）を実

施した。 
 

Ｂ．方法 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
生活保護利用者の生活実態について、A

市で 2018〜2023 年度に健康診査を受診し

た 30 代生活保護利用者の健診および問診

票データを分析し、非利用者との比較を行

った。 
 
２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 
生活保護利用世帯のうち，2019 年度に

「社会保障生計調査」で得られた 1 か月あ

たりの実収入の平均値が最低生活費を超え

た世帯，かつ，同年度の「家庭の生活実態及

び生活意識に関する調査」において調理家

電製品の所有有無と食行動に関する質問に

回答した，726 世帯を対象とした。統計解析

は，各年度の 1 か月分に平均化した実収入

および食料を含む実支出を目的変数，各家

電製品の所有有無および各食行動の実施有

無を説明変数として線形回帰分析を行った。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
１）自治体での食生活支援環境づくり（太

田） 
2024 年 1 月実施した、生活保護受給者を

支援する全国の福祉事務所 1250 団体及 
び生活困窮者を支援する全国の社会福祉協

議会 612 団体に対し行ったアンケート調査

結果、生活保護受給者を対象とした健康に

関する文献検索および公開されている事例、

令和５年の厚生労働省通知「生活困窮者自

立支援制度と健康増進施策との連携」を踏

まえてガイドとツールを作成した。 
 
２）子どもの居場所等における食スキルの

支援環境づくり（坂本） 
ツール・ガイドは，1）学習支援や居場所

事業における調理体験の場面での活用，2）
食事支援の場（こども食堂，フードパントリ

ー，配食支援）での活用，3）子どもや保護

者の自主的な調理スキル向上のためのツー

ルとしての活用，これら 3 つの場面での活

用を想定して作成した。学習指導要領（家庭

編）や年齢に応じて習得すべき調理スキル

を整理した先行研究等の内容を踏まえて，

年齢に応じた調理内容を整理し，解説した。 
 
３）食品事業者等における食生活支援環境

づくり（小林） 
2024 年 5 月から 2025 年 3 月にかけて、

ワーキンググループによりガイド第 3 章の

構成と内容について協議を重ね、行政栄養

士や厚生労働省関係部署へのヒアリングを

通じて得られた知見を反映し、実践的な内

容として整理・作成した。 
 
４．情報の蓄積・見える化・分析する手法の

検討（村山、西岡） 
先行研究や事例、自治体関係者へのヒア

リングをもとに、１）生活保護制度利用者に

ついて、２）生活困窮層について整理した。 
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（倫理面への配慮） 
研究対象者に対する人権擁護上の配慮を

おこない、不利益・危険性の排除や説明と同

意（インフォームド・コンセント）を得、文

部科学省・厚生労働省・経済産業省「人を対

象とする声明科学・医学系研究に関する倫

理指針」を遵守し、所属施設の倫理委員会の

審査を受けて実施した。 
 
Ｃ．結果 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
健診データから、生活保護利用者では喫

煙、肥満、運動不足、食生活の乱れなどの不

健康な生活習慣が 30 代以前から広く見ら

れることが明らかとなった。 
 

２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 
対象の生活保護利用世帯において，電子

レンジ所有世帯は，非所有世帯と食料支出

総額に有意差はなく，魚介類・肉類・油脂調

味料類の支出が多く，飲料類の支出が少な

かった。「1 日に１回以上自炊している」群

は，非該当群と食料支出総額に有意差はな

く，穀類・魚介類・肉類・野菜/海草類・油

脂調味料類の支出が多く，菓子類・調理食品

類・飲料類の支出が少なかった。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
１）自治体での食生活支援環境づくり（太

田） 
自治体にある既存の制度や事業の中で、

衛生主管部局等の管理栄養士が生活困窮者

や生活保護受給者等の食生活支援を行う流

れを整理した。健康状態の確認に活用でき

る「健康・食習慣気づきシート」を作成し、

こういったツールの活用により対象者のニ

ーズを把握し、行政内外の連携によって必

要な対応につなげる流れを提示した。 
 
２）子どもの居場所等における食スキルの

支援環境づくり（坂本） 
子どもの居場所等において活用できるガ

イドとツールを作成した。教材は、Web 上

で自由に閲覧できる形式とした。前半は、で

きるだけ安価で，栄養価の高い食事を準備

するための方法を説明した。後半は，年齢に

応じた調理スキルが習得できるように簡単

な料理について動画や写真を用いて解説し

た。また、バランスの取れた食事の学習動画

を掲載した。さらに，調理動画にアクセスす

るための配布用のチラシを利用者が自由に

ダウンロードして活用できるようにした。 
 
３）食品事業者等における食生活支援環境

づくり（小林） 
食品事業者等が活用できるガイドとツー

ルを作成した。①行政栄養士がフードバン

ク等のスタッフに対してフードバンクで取

り扱う食品に関する情報、②フードバンク

等のスタッフがフードバンク等の利用者へ

食生活支援を行う際のポイント、③行政栄

養士が農産物生産者、直売所運営者に対し

て食生活支援を呼びかけたり、規格外野菜

の活用等に関する情報、④農産物生産者、直

売所のスタッフが利用者へ食生活支援を行

う際のポイント、⑤行政栄養士が食品小売

店に対して食生活支援や健康に資する食品

を消費者が購入しやすい食環境づくりを呼

びかけるための情報、⑥食品小売店が生活

困窮者の食生活支援を行う意義や食生活支

援を実施するためのポイントとした。また、

活用ツールとして、食品の栄養成分表示の

確認方法、規格外野菜の活用、レシピや食環
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境整備の企画提案書を提示した。 
 

４．情報の蓄積・見える化・分析する手法の

検討（村山、西岡） 
１）生活保護利用者については、自治体が

有する被保護者の健康・医療関連データの

活用可能であり、①全ての自治体が保有す

るデータ（福祉事務所）、②自治体毎に通常

業務の中で把握可能なデータ（福祉事務所）、

③福祉事務所以外の行政部門が把握可能な

データ、④健康づくり部門が追加で把握す

るデータを示し、以上の①～④のデータを

連結して分析した事例を提示した。２）生活

困窮層については、全ての自治体が保有す

るデータは無く、生活保護のように健康管

理支援事業はないため健康データがまとま

っていなく、自立相談支援事業、家計改善支

援事業、就労準備支援事業、生活困窮世帯の

子どもの学習・生活支援事業の最初の面談

時のアセスメントシートの作成と実施によ

り状況を把握することができる場合があり、

いくつかの自治体では、独自の共通データ

ベースを作成していることが把握できた。 
 
Ｄ．考察 
１．生活状況を踏まえた栄養・食生活の実

態分析（西岡、堀川） 
１）生活保護制度利用者の生活実態把握 
（西岡） 
生活保護利用以前から不健康な生活習慣

が形成されている実態が示され、より若年

期からの健康教育・生活習慣支援の重要性

が示唆された。今後は若年層を対象とした

包括的な予防的介入の推進が必要である。 
 
２）経済的困難層の食生活実態把握（堀川） 

本研究において、対象の生活保護利用世

帯では、調理家電製品の所有有無や食行動

の違いが，食料の支出の特徴と関連した。今

後、本結果の背景やさらにどのような条件

が食生活に影響するのかについての検討が

必要である。 
 
３．健康生活支援ガイド・ツール作成（太

田、坂本、小林） 
自治体での食生活支援、子どもの居場所

等における食スキルの支援、食品事業者等

における食生活支援のための環境づくりに

向けた取組等に係るガイド・ツールを作成

した。今後、本ガイド等の活用により、地域

全体で健康格差の是正を目指す支援が進め

られることが期待される。 
 
４．生活困窮層の情報の蓄積・見える化・分

析する手法の検討（村山、西岡） 
生活保護制度利用者については、福祉事

務所が保有するデータとその他のデータを

連結して、健康課題を持つ人の特性を分析

することで、優先的に対策が必要な層を明

らかにすることができる。一方、生活困窮層

については、自治体が保有するデータが無

いため、把握可能な方法を検討することか

ら始める必要がある。 
 
Ｆ．健康危機情報 
該当事項なし 
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Ｈ． 知的財産権の出願・登録状況 
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